
○危険な密集市街地は、防火地域に約１割、
準防火地域に約８割存在

○糸魚川市の被災地域は、準防火地域

建替えが進まず、現行基準（防火構造以上）
を満たしていない建築物が多く存在

現行基準に適合していれば、被害は局所的
との研究結果がある。

改正概要

現行基準（防火構造以上）を
満たした場合のシミュレーション結果
（国土技術政策総合研究所・建築研究所）

密集市街地等において、
延焼防止性能の高い建築物への
建替え等を促進

現状・改正主旨

すべての壁・柱等に対し、
一律に耐火性能を要求

外壁や窓の防火性能を高めることにより、
内部の柱等に木材を利用できる設計が可能

②防火・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の技術的基準を新たに整備

内部の柱等
：60分

外壁
：60分

窓
：20分

内部の柱等
：木材

外壁
：60分+α

窓
：20分+β

現
行
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正
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延焼防止性能を
総合的に評価

同等の安全性を確保

防火地域内の耐火建築物は、
建蔽率を1/10緩和

現行に加え、
準防火地域内の耐火建築物※、準耐火建築物※

の建蔽率を1/10緩和

①防火・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の建蔽率の緩和

現
行

改
正
後

※下記②の延焼防止性能について、同等の安全性を確保できるものを含む

対象（地域及び建築物）の拡大後の建蔽率1/10緩和の範囲

耐火建築物※ 準耐火建築物※

防火地域

準防火地域

現行の対象

対象の拡大

２階建の戸建住宅等は防火構造で建築可能
より防耐火性能の高い準耐火建築物等とした場合、
建蔽率を1/10緩和

シミュレーション
結果における
延焼範囲

実際の市街地
（赤枠内が延焼範囲）

構造

耐火
構造

準耐火
構造

防火
構造

左以外の木
造

(裸木造) 合計

棟数 7 22 56 121 206

準防火地域で求められる構造(4割）

実際の市街地における建物構造（棟数は赤枠内のもの）

(６割）

（防火地域・３階建の例）

①：第53条第３項関係、 ②：新第61条関係

第53条第3項

新第61条

延焼防止性能を有する建築物に関する建蔽率規制の合理化①



道路 壁面線

①防火地域の耐火建築物について、都市計画
で定められた建蔽率に１０％を加えた数値
を上限とすることが可能。

１．現行制度

２．新設する制度

道路幅員が狭いことで、火災時の避難
や消火活動に支障がある。

道路と一体となった空間を確保する
ことで、火災時の避難や消火活動も
容易になる。

【建替え前】

【建替え後】

①：第53条第３項関係、②：同条第５項関係

②前面道路側に壁面線指定を行った場合等の建蔽率緩和①延焼防止性能の高い建築物の建蔽率緩和

延焼防止性能の高い建築物への建替え等を
促進するため、以下の地域における建築物に
ついて、建蔽率１０％緩和の対象を拡充する。

○防火地域
耐火建築物及び耐火建築物と同等以上の延
焼防止性能を有する建築物

○準防火地域
耐火建築物、準耐火建築物及びこれらの建
築物と同等以上の延焼防止性能を有する建
築物

※下線部が拡充箇所

②連続した開放空間を確保し、市街地の安全性の向上を図るため、
特定行政庁は前面道路の境界線から後退した壁面線の指定等が可能。

特定行政庁が前面道路の境界線から後退した壁面線の指定をした場
合等※で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め
て許可した範囲内において、建築物の建蔽率を緩和できることとする。

※一定の都市計画や地区計画等に関する条例において壁面の位置の制限が定められた場合も
同様に措置

○建築物の建替え等の促進により、市街地の安全性の向上を図るため、建蔽率規制について次の措置を講じる。
①延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率１０％緩和の対象区域及び対象建築物見直し
②前面道路側に壁面線指定を行った場合等について、特定行政庁が許可した範囲内において建蔽率を緩和

注 防火地域・準防火地域
市街地における火災の危険を防除するために定める地域
（都市計画法第9条第21項）。

道路

延焼防止性能を有する建築物に関する建蔽率規制の合理化②

第53条第3項 第53条第5項


